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千 葉 県 教 育 委 員 会 会 議 議 事 録

令和元年度第２回会議（定例会）

１ 期 日 令和元年５月２９日（水） 開会 午前１０時３２分

閉会 午後 ０時０７分

２ 教育長及び出席委員

教育長 澤川 和宏
委 員 佐藤 眞理

井出 元
岡本 毅

３ 出席職員

教 育 次 長 吉野美砂子

企画管理部

企 画 管 理 部 長 山口 新二

企 画 管 理 部 次 長 吉野 光好

教 育 総 務 課 長 藤谷 誠

企画管理部副参事兼教育総務課

人事給与室長 冨岡 健治

教 育 政 策 課 長 岩﨑 雅夫

企 画 管 理 部 副 参 事 兼

教育政策課高校改革推進室長 酒匂 一揮

教 育 施 設 課 長 西原 正男

福 利 課 長 梅島 好美

教育振興部

教 育 振 興 部 長 大野 英彦

学 校 危 機 管 理 監 中村 敏行

教 育 振 興 部 次 長 風間 慎吾

生 涯 学 習 課 長 古泉 弘志

学 習 指 導 課 長 内田 淳一

児 童 生 徒 課 長 中西 健

特 別 支 援 教 育 課 長 酒井 昌史

教 職 員 課 長 浅尾 智康

教 育 振 興 部 副 参 事 吉本 明広

学 校 安 全 保 健 課 長 日根野達也

文 化 財 課 長 大森けい子

体 育 課 長 加藤 俊文

教育振興部副参事兼体育課ちば

アクアラインマラソン準備室長 赤池 正好
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企画管理部

教育総務課人事給与室人事班長 植草 基充

同 主査 川名 康博

同 主事 小倉菜津希

同 主幹 鈴木 栄次

同 副主幹 岡野 秀次

財 務 課 副 課 長 石井 賢一

同 主幹兼財務指導室長 鈴木 徳美

同 予算班長 北﨑 行雄

同 主査 横田 弘平

同 副主査 矢野 亮平

教育振興部

生涯学習課社会教育主事兼班長 小泉 憲治

学習指導課主幹兼学力向上室長 本宮 照久

同 主席指導主事 稲川 一男

同 指導主事 大松 重徳

同 指導主事 小西 一央

児童生徒課

主幹兼生徒指導・いじめ対策室長 伊澤 浩二

同 主席指導主事兼班長 小出 健司

特別支援教育課主幹兼教育課程指導室長 松田 厚

同 指導主事 原田 重俊

教 職 員 課 主 幹 兼 管 理 室 長 細川 義浩

同 管理主事 南 暁男

同 管理主事 松本 聡

同 管理主事 加瀬 博俊

学校安全保健課主席指導主事 柗倉 孝夫

事務局

企画管理部教育総務課副課長 青柳 誠

同 主 幹 兼 委 員 会 室 長 神子 純一

同 主幹兼文書・情報室長 大野 光紀

同 委員会室副主幹 初芝 亨

同 主 査 今井 清人

同 副主査 稲田 敏志

４ 教育長開会宣告

５ 署名人の指名 岡本 毅 委員

６ 平成３１年度第１回教育委員会会議（定例会）議事録の承認

７ 議題の宣告及び非公開の決定

本日の案件は、第５号議案から第１５号議案の議案１１件、第２号報告の報告議案１件、報

告１から報告４の報告４件である。

第９号議案から第１５号議案は、教育委員会会議規則第１３条第１項第一号「任免、賞罰、

人事」に該当することから、非公開により審議する。
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８ 審議事項

第５号議案 県立高等学校の学科の設置について

【企画管理部副参事兼教育政策課高校改革推進室長】

議案資料１－１ページを御覧いただきたい。県教育委員会では、生徒の多様な興味・関心、

能力・適性等に対応し、卒業後の進路を見据えた学びの選択ができるよう、職業系専門学科の

在り方を見直している。第５号議案は、県立学校改革推進プラン・第４次実施プログラムに基

づき、千葉工業高校定時制の機械科・電気科を工業科に、市川工業高校定時制の機械電気科・

建築科を工業科に再編成し、令和２年４月１日から両校に工業科を設置しようとするものであ

る。

【岡本委員】

学科を再編成する目的を教えてほしい。

【企画管理部副参事兼教育政策課高校改革推進室長】

大きく変化する社会情勢と、卒業後の様々な就職先を考慮した結果、工業全般の基礎基本の

知識と技術を確実に習得させることにある。

【澤川教育長】

両校とも昨年度入試で志願倍率は１倍を割っているか。

【企画管理部副参事兼教育政策課高校改革推進室長】

両校とも１倍を下回っている。本年度１年生は、千葉工業の機械科８人、電気科１８人、市

川工業の機械電気科１４人、建築科９人である。

【澤川教育長】

再編成後、どのようなカリキュラムで、専門性と広範な基礎知識を両立させようとしている

のか、現時点での考え方を教えてほしい。

【企画管理部副参事兼教育政策課高校改革推進室長】

教育課程は現在手掛けているところであるが、１年次では、工業科の基礎の定着を図り、２

年次から、生徒が進路希望や興味・関心に応じて選択する機械・電気・建築などの専門分野の

コースを設置する。

【澤川教育長】

再編成作業に遺漏がないよう進めてほしい。

【澤川教育長】

第５号議案について、可決したいがよろしいか。

【佐藤教育長職務代理者・委員】

よい。

【澤川教育長】

第５号議案は、原案どおり可決する。

第６号議案 令和２年度千葉県県立高等学校第１学年入学者選抜要項の制定について

【学習指導課長】
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議案２ページを御覧いただきたい。この選抜要項は、令和２年度入学者選抜の、検査内容及

び選抜方法等に関する大綱について定めたものである。昨年度のものから日程以外の変更点は

ない。選抜日程については、平成３０年１２月１９日の教育委員会会議において決定し、すで

に県教育委員会Ｗｅｂページで公表している。議案資料２－１ページを御覧いただきたい。今

後の流れとしては、この入学者選抜要項を、本日の議決を経た後、報道発表し、県教育委員会

の Web ページで公表するとともに県報に登載し、県民に告示する。なお、選抜の実施に関し
て必要な具体的な事項を定めた「千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項」を作成し、公表す

る。

【澤川教育長】

議案資料にある８月中旬の入学者選抜実施要項はどういう手続きで決定されるのか。教育委

員会会議で諮るということか。

【学習指導課長】

議決事項ではない。

【澤川教育長】

教育委員に対してもしっかり説明される中で作成していただきたい。基本的には昨年度と大

きな変更はないということでよいか。

【学習指導課長】

そのとおりである。

【澤川教育長】

前期後期で分かれる今のスタイルの入試はこの令和２年度が最後ということか。

【学習指導課長】

今回が最後である。

【澤川教育長】

事務に遺漏の無いように進めてほしい。今年度、この春の入試については一部事務処理のミ

スがあったので、改めて事務の徹底、適正化をお願いしたい。令和３年度の入試以降の改革に

ついては、関係者の意見を踏まえながら、より良い案をまとめて、かつそれを中学校と、生徒

にしっかり周知していただきたい。

【澤川教育長】

第６号議案について、可決したいがよろしいか。

【佐藤教育長職務代理者・委員】

よい。

【澤川教育長】

第６号議案は、原案どおり可決する。

第７号議案 令和２年度千葉県県立中学校第１学年入学者決定要項の制定について

【学習指導課長】

議案１３ページを御覧いただきたい。この入学者決定要項は、「県立中学校管理規則」第

２５条を受けて、生徒の募集及び入学者の決定方法等について定めたものである。昨年度から、

日程以外の変更点はない。日程については、平成３０年１２月１９日の教育委員会会議におい
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て決定し、すでに県教育委員会Ｗｅｂページで公表している。議案資料１３―１ページを御覧

いただきたい。今後の流れを説明する。入学者決定要項は、本日の議決を経た後、報道発表及

び県教育委員会のＷｅｂページ等で公表するとともに、県報に登載し、県民に告示する。なお、

入学者決定の実施に関して必要な具体的事項を定めた「入学者決定実施要項」を作成し、公表

する。

【澤川教育長】

昨年度と具体的な日程以外に大きな変更点は無いということでよろしいか。

【学習指導課長】

そのとおりである。

【澤川教育長】

引き続き事務の徹底と、小学校の関係者と児童への周知をお願いしたい。

【澤川教育長】

第７号議案について、可決したいがよろしいか。

【佐藤教育長職務代理者・委員】

よい。

【澤川教育長】

第７号議案は、原案どおり可決する。

第８号議案 令和２年度千葉県県立特別支援学校幼稚部・高等部及び高等部専攻科入学者選考

要項の制定について

【特別支援教育課長】

別添冊子表紙裏を御覧いただきたい。令和２年度の入学者選考の日程については、記載のと

おりである。議案資料１６－１ページを御覧いただきたい。日程の進め方については、昨年度

と同様である。続いて、変更点について説明する。別添冊子１ページを御覧いただきたい。高

等部普通科職業コース及び高等部専門学科については、通学区域が県内全域であり、スクール

バスの運行がないことから、通学の方法が多岐にわたるため、これまでの「自力通学が可能な

者」から「公共の交通機関等を利用して通学ができる者」と改め、「自力」での通学は問わな

いこととした。別添冊子５ページを御覧いただきたい。急な転居や進路変更をした受検生など

に対応できるよう、再募集に関する項目を新設した。この入学者選考要項は、教育委員会会議

にて議決を経た後、報道発表及び県教育委員会のウェブぺージで公表する。その後８月下旬に

は、高等学校の説明会同様に、各教育事務所管内で、県内の公立中学校及び特別支援学校を対

象とした説明会を実施し、入学者選考について周知する予定である。

【澤川教育長】

「再募集」の対象はどういう生徒か。

【特別支援教育課長】

急な転居や進路変更などの様々な理由で、選考日以降に該当特別支援学校への入学を希望し

た受検生に対応ができるようにしている。これまでも、学校ごとに行っていたが、要項の記載

はなかったため、今回明記した。

【澤川教育長】

「再募集」は高等学校の不合格者も対象としているか。
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【特別支援教育課長】

そう考えている。

【澤川教育長】

特別支援学校は幼稚部なども含むため、広く周知をして欲しい。

【澤川教育長】

第８号議案について、可決したいがよろしいか。

【佐藤教育長職務代理者・委員】

よい。

【澤川教育長】

第８号議案は、原案どおり可決する。

第２号報告 教育委員会所管に係る令和元年度６月補正予算案について

【財務課長】

議案１７ページを御覧いただきたい。本件は、令和元年度６月補正予算案を知事が議会に提

出するにあたり、予算案のうち教育委員会所管に係る歳入歳出予算について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、令和元年５月１４日付けで本委員会に意見

が求められたが、教育委員会会議で御審議いただく時間がなかったことから、千葉県教育委員

会行政組織規則第６条第１項の規定により、教育長が臨時に代理し、１８ページのとおり、５

月２０日に知事に対して、本委員会として異議ない旨回答したことを報告するものである。議

案資料１７－１ページを御覧いただきたい。教育委員会所管に係る補正予算額は一般会計で、

６，７００万円の増額であり、補正前の額とあわせますと３，８２９億１，２５０万２千円と

なる。１ 性質別内訳、２ 項別内訳、３ 財源内訳については、記載のとおりである。議案資

料１７－２ページを御覧いただきたい。事業内容は、全て児童虐待防止緊急対策に係るもので

ある。（１）非常勤講師の加配は、予算額５，３００万円の新規事業で、担任教諭が児童への

きめ細かな見守りやケアを行えるよう、授業の一部を代替する非常勤講師を３５人配置するも

のである。（２）スクールソーシャルワーカーの増員は、予算額９３０万円で、現在、拠点校

に配置しているスクールソーシャルワーカーについて、困難事案にも迅速に対応できるよう、

さらに、各教育事務所に１名ずつ配置するものである。（３）教職員の対応力向上は、予算額

４７０万円の新規事業で、教職員が不当な圧力等に毅然と対応できる体制の構築に向け、スク

ールロイヤーを活用した法律相談等を実施するほか、教職員向けリーフレットを作成・配付し、

各学校において校内研修等を実施するものである。

【井出委員】

１都９県教育委員会全委員協議会でも千葉県が提案した取組は注目されていた。大切な予算

なので実績をあげてもらいたい。

【澤川教育長】

６月補正は県の予算でも稀である。一般的には９月補正が主の中で、今回の事案の緊急性に

鑑みて県全体として緊急対策を打ち出し、６月補正という形になった。非常勤講師の確保、ス

クールソーシャルワーカーの確保、スクールロイヤーの活用など、人の活用を伴うものがある。

年度途中ということもあり、講師の確保が、難しくなっていると聞いているので、各教育事務

所、市町村教育委員会と連携して、予算に計上した人数が確保できるような準備を進めてもら

いたい。
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【岡本委員】

緊急対応での６月補正ということで、仕方ないと思うが、来年度当初予算に向けて根本的な

対策を担当部局で検討いただきたい。

【澤川教育長】

まずは、しっかり補正を動かすのが第一だと思うが、今年度の当初予算も含めて活用状況を

しっかりと把握し、来年度の更なる充実に繋げていきたい。併せて県の児童虐待防止マニュア

ルも、国の手引きの改定を踏まえ、全面改定作業中であり、いかに早期発見・早期通告・連絡

につなげていくか、しっかりと現場とともに取組を進めていきたい。

【佐藤教育長職務代理者】

県の教育委員会のマニュアルを平成１９年以来変えていない。マニュアルの中には実際にき

ちんとやっておけば防げていたことが今回の事件でもあったかもしれない。マニュアルの改定

と同時に、どう運用していくか、最悪のことも念頭に置きながら、子ども達とも接していくこ

とが必要だと思う。

【澤川教育長】

マニュアルの改定以外にも通知等、現場へ情報提供しているところである。国も新たに手引

きを作るという大きな節目であり、これを機に、しっかりとした千葉県としてのマニュアルを

作成するとともに、現場にしっかりと周知していきたい。

第２号報告は終了。

報告１ 第１回次世代へ光り輝く「教育立県ちば」を実現する有識者会議について

【教育政策課長】

報告資料１ページを御覧いただきたい。この会議は、第３期千葉県教育振興基本計画の策定

に向けて、昨年度の懇話会での議論を基に、本県教育の施策や具体的な取組について、大学教

授等の有識者・専門家から、幅広く意見を伺うために設置したものである。有識者会議の委員

及び特別委員についてだが、第１回から第５回まで、全ての会議で協議いただく委員として、

千葉大学特任教授の天笠茂氏をはじめ１０名の有識者に、協議するテーマに応じて該当する回

に参加し、意見発表をしていただく特別委員として、放送大学教授の岩崎久美子氏をはじめ９

名の有識者に就任いただいた。主な協議内容としては、昨年度の懇話会の議論を踏まえて設定

した４つのテーマ、具体的には

・志を持ち、未来を切り拓く、ちばの子供の育成

・家庭と地域の絆を深め、全ての人が活躍できる環境の整備

・「誇り」と「安心」を育む学校の構築

・世界を舞台に活躍する人材の育成と「楽しい」「喜び」に満ちた社会の創造

をテーマに協議を行っていく。開催日程については、９月までに計５回開催することを予定し

ており、５月９日に開催した第１回の会議では、座長には千葉大学教授の貞廣斎子委員に、副

座長に麗澤大学特任教授の中山理委員が選出された後、各委員から「家庭教育支援の必要性」

や「千葉県が持つ歴史文化資産の活用」などの御意見をいただいた。また、第２回の会議を明

日、５月３０日に予定している。

【澤川教育長】

既に５月９日に第１回会議が開催されたが、この計画が策定されるのは、２０２０年のオリ

ンピック・パラリンピック開催の年になる。また、新学習指導要領への対応など新たな課題へ

の対応も必要となっている。次期計画については、これまでの良さを大事にしながら、未来志

向で、千葉県の将来を担う子供の育成に向けて、策定していきたいと考えている。委員の皆様

には、オブザーバーとして御参加いただければと思う。
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報告１は終了。

報告２ 平成３１年度千葉県公立高等学校入学者選抜学力検査の結果について

【学習指導課長】

報告資料２ページを御覧いただきたい。前期選抜を２月１２日及び１３日に、後期選抜を２

月２８日に実施し、その後の第２次募集及び定時制課程の追加募集の結果を含め、表のとおり

入学許可候補者数が確定した。全日制の課程は、定員が３２ ,８４０人のところ入学許可候補
者数は、３２ ,１７６人であった。定時制の課程は、定員が１ ,３８０人のところ入学許可候補
者数は、７８４人であった。また、県立千葉大宮高等学校通信制の課程の入学者選抜では、五

期の入学者選抜のうち、一期から四期まで選抜を実施し、１５２人の入学許可候補者を確定し

た。続いて、学力検査の結果の概要について、別添の冊子をもとに説明する。この冊子は、学

力検査を実施した５教科の得点合計や、教科ごとの出題方針、問題別の正答率、得点の分布等

をまとめたものである。冊子の２ページ「４ 学力検査問題の特徴」を御覧いただきたい。前

期選抜、後期選抜いずれも５教科の学力検査を実施しているが、平成３１年度の学力検査問題

については、中学校学習指導要領に基づき、総合的な力をみることができるよう基礎的・基本

的な事項の正確な理解度をみる問題や学習した基礎的知識を応用して答えを導く問題、思考力

・判断力・表現力を総合的にみる問題も出題した。３ページを御覧いただきたい。結果の概要

として各教科の平均点等を示した。前期選抜については、４ページから１３ページに、教科ご

とに出題方針や問題ごとの正答率等を示し、１４ページ・１５ページには各教科と５教科得点

合計の受検者の得点分布を掲載した。後期選抜については、１６ページから２７ページに掲載

した。正答率等の特徴として、全ての教科において、基礎的・基本的な知識や技能等を問う設

問については概ね正答率が高い傾向にある。しかし、前期選抜の社会において、大化の改新と

同じ世紀の世界のできごとについての設問は、日本の歴史上の出来事を資料から選択し、それ

と同じ時期に起きた世界の出来事を選択するという基本的な事項を２段階で判断することが必

要とされたため、正答率が低くなっている。また、自分の考えの要約や作文等の「考えて書く」

設問では正答率が低い傾向にあり、無答率も高い傾向が見られたが、後期選抜の理科において、

エタノールの特徴について、指定された語句を使って簡潔に書く設問では、比較的高い正答率

となっており、改善も見られる。なお、この冊子は、中学校及び高等学校をはじめ関係機関に

配付し、生徒の学力を把握するとともに、指導改善及び指導力の向上を図る。また、県民への

周知のため、県教育委員会の Webページに公表する。

【井出委員】

前期選抜・後期選抜の平均点の変化というものをどう捉えているか。

【学習指導課長】

平均点の変化については受検生も検査問題も異なるため、一概に比べることはできないと考

える。

【井出委員】

無答率はどのように評価しているのか。

【学習指導課長】

設問が難しいということもある。また、検査時間の関係で解けなかったということもあると

考える。

【井出委員】

無答率が高いところはしっかりと教育していかなければならないと思う。
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【学習指導課長】

しっかりと受け止め、指導の改善に生かしていきたいと考える。

【澤川教育長】

前期選抜国語の漢字の書きの設問で無答率が高い。漢字の読みや書きは基本的な事項である

と思うが、無答率が高いことをどう分析しているのか。

【学習指導課長】

漢字の読み書きは基礎的な事項であると考えるので正答率を上げていかなければならないと

考える。

【澤川教育長】

学力検査の結果の冊子は貴重な資料であると思うのでフィードバックし、学校に配付するだ

けでなく、研修会等を通して状況等について中学校と共有し、指導の改善に生かせるようにし

てほしいと考える。

報告２は終了。

報告３ 平成３０年度セクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査の結果について

【教職員課長】

報告資料３ページ、４ページに調査の概要を、５ページから１４ページまで詳細なデータを

載せているので御覧いただきたい。セクハラ及び体罰に関する調査は、より良い学校環境の構

築等を目的として実施しているものである。当該調査は、千葉市立及び市立高等学校を除くす

べての公立学校に在籍する児童・生徒及び職員を対象に実施している。報告資料３ページの２

「調査結果の概要」（１）の「セクハラ実態調査の結果について」だが、セクハラと感じて不

快であったと回答した児童生徒の割合は、平成２９年度と比較して大きな変化はなく、

約１０００人に１人の割合である。実数で見ると、全体で、４２４人であり、平成２９年度と

比較すると、１１６人増加している。児童生徒がセクハラであり不快と感じた具体的な内容だ

が、「性的な話・冗談等を言われ、不快であった。」、「みんなの前で容姿を話題にされ、不快

であった。」、「必要以上に身体を触られ、不快であった。」、という回答が主なものであった。

また、平成２８年度から調査内容に加えたセクハラ以外のハラスメントを受け不快であったと

回答した児童生徒の割合は、約１０００人に２人の割合であり、実数で見ると、全体で、

９９３人であり、平成２９年度の７６３人から２３０人増加した。内容としては、教員の発言

内容、対応、指導方法についての回答が主なものであった。それぞれ記載のあった内容につい

ては、各学校のセクハラ相談員を中心に追跡調査を実施したが、深刻な問題が発覚したとの報

告はなかった。

次に、同じく報告資料４ページの（２）の「体罰実態調査の結果について」だが、この調査

は、児童生徒から体罰の項目に記載のあったものについて、当該児童生徒及び関係者から聞き

取り等の事実確認を行い、体罰の疑いがあるものも含めて報告するよう求めたものである。調

査の結果、新たに発覚した体罰は１件であった。なお、データ編となる報告資料１３ページの

下段に記載したとおり、本調査以外の方法で県教育委員会が平成３０年度中に体罰として事故

を確認した件数は、４件であった。この４件は県教育委員会及び市町村教育委員会で、懲戒の

処分を含め厳正に対処したところである。課題と今後の対策だが、児童生徒のセクハラ件数は

全体として、平成２９年度より増加しており、教員の言動をセクハラであると不快に感じる児

童生徒が実数として増えていること、体罰について、いまだに根絶に至っていないことは極め

て遺憾なことであり、相談体制の整備、参加型の職員研修の実施、児童生徒の人権意識の高揚

を図ること等を通じて、引き続きセクハラ及び体罰の根絶に取り組んでいく。また、同じくデ

ータ編となる報告資料１１ページの上段に記載したとおり、県立学校におけるセクハラ（悩み

ごと）相談員の周知率は、平成２９年度の６６．８％から６８．４％に増加したとはいえ、ま
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だ低い状況にある。今後も、周知率の向上を目指していく。最後に今年度も、セクハラ及び体

罰に関する実態調査を実施することとし、セクハラ・体罰事故の未然防止に努めるとともに、

調査内容や集計方法についても、学校の信頼につながる対応となるよう検討していく。なお、

本調査結果については、昨日２８日（火）報道発表をしたところである。

【佐藤教育長職務代理者】

４ページに平成１６年度から３０年度までの経過が記載されているが、調査は平成１６年度

に始めたのか。平成１６年度と比べると減っていると理解してよいか。

【教職員課長】

調査は平成１６年度から実施している。傾向としては、減少していると考えているが、実数

にすると昨年度より増えているという実態もあるので、訴え等を分析した上で対応していく必

要があると考える。

【井出委員】

体罰の実態調査でほとんどの項目が０件ということだが、現実に０件なのだろうか。アンケ

ート調査に出てこないようなものもありえるのではないか。

【教職員課長】

実際にこの調査を通しては０件であったが、いじめ認知件数の調査のように、「これでなけ

れば体罰ではない」と考えるのではなく、別の形で事態に気づく手立てが必要であると考えて

おり、各学校でもそのように取り組んでいるものと考えている。

【岡本委員】

セクハラ相談員の設置の根拠やシステム、どんな方が任用されているのか。

【教職員課長】

各学校で、校長が委嘱するなどして設置をしている。養護教諭や女性職員を必ず含めるなど、

児童生徒が相談しやすい者が対象となるようにしている。

【岡本委員】

相談員は、セクハラに限定せず、その他のハラスメントにも相談にのれるような体制整備を

やっていただきたい。

【教職員課長】

いただいた御意見を踏まえ、セクハラ以外のハラスメントに対する回答も増えている状況も

あるので、適切に対応できるようにしていきたい。

【澤川教育長】

深刻な事案は無かったとのことだが、具体的な事例を見ると、児童生徒の受け止め方と教員

の受け止め方とで隔たりがあると言わざるを得ない。教員の何気ない発言が子供たちを傷つけ

ているということもあるので、啓発・研修等やっていく必要がある。この貴重な資料から、「ど

んなことが子供たちにとってセクハラと受け止められるのか」が先生方に伝わるよう周知の徹

底の仕方を工夫して欲しい。

報告３は終了。

報告４ 「学校における働き方改革推進プラン」の改定について

【教職員課長】
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報告資料１５ページを御覧いただきたい。県教育委員会では、「教育職員の総労働時間の短

縮に関する指針」を実現するための行動計画である「学校における働き方改革推進プラン」を

昨年９月に策定し、業務改善の推進及び教職員の意識改革を図るため、出退勤時刻管理システ

ムを活用した勤務実態の把握、部活動の負担軽減など４８項目の取組を進めてきた。しかしな

がら、ＰＤＣＡサイクルを構築し、取組の進捗状況を検証することを目的に、昨年度それぞれ

２回実施した「勤務実態調査」及び「意識調査」の結果からは、在校時間が一定程度減少する

などの成果が見られた一方、いわゆる過労死ラインといわれる「月当たりの超過勤務時間が

８０時間を超える教職員」が、特に中学校や高等学校において未だ多く存在することや、「子

供と向き合う時間が十分に確保できている」と回答した教職員が約半数にとどまるなど、意識

改革についても十分に進んでいないことが明らかになった。また、本年１月、文部科学省は、

「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」で、条例等で定められた１日の勤

務時間を超えた時間の１か月の合計が、４５時間を超えないようにすることを原則とする等の

基準を示し、このガイドラインを参考に、所管内の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する

方針等を策定するよう求めている。そこで、「プラン」の目標等を見直すこととした。「プラ

ン」の４ページを御覧いただきたい。これまでの取組の成果や国の動向を踏まえ、「本県の目

標」を、「文部科学省のガイドラインに示された勤務時間の上限の目安時間遵守に向け、速や

かに、月当たり正規の勤務時間を８０時間超えて在校する教職員を「０」にする。また、「子

供と向き合う時間を確保できている教職員の割合」を７０％以上に、及び「勤務時間を意識し

て勤務することができている教職員の割合」を８０％以上にする。」と改定し、更なる取組を

進めていくこととした。その他、昨年度の取組を踏まえ、 本年３月に策定した「持続可能で

充実した文化部活動のためのガイドライン」の記載を追加するなど、内容を更新した。今後と

も、「プラン」で示した４８項目の取組の更なる徹底に取り組み、業務の削減や勤務環境の整

備を進めるとともに、県教育委員会の進める働き方改革の取組をホームページ等で積極的に広

報するなどして、保護者や地域等の理解と協力を得ながら、「プラン」の新しい目標の達成に

向け、取り組んでいく。

【井出委員】

教員の意識改革は慎重にやることが必要。「子供のため」という使命感を削ぐことにならな

いように、目標をしっかりと伝えなければならない。「学校以外が担うべき業務」、「学校の業

務だが必ずしも教職員が担う必要のない業務」、「教職員の業務だが、負担軽減が可能な業務」

をしっかり分けることは難しいが、これを行わないと改革はできない。時間に余裕があるから

といって本当の改革になるのではなく、余裕の時間をどうするかを考えていただきたい。

【教職員課長】

先生方がこれまで取り組んできた「子供たちのために」という実践を否定するものではなく、

取組の大切な部分を活かし、仕事の進め方を工夫することで働き方改革を進めていきたい。

【岡本委員】

学校だけに言えることではないが、在校時間の短縮だけを目的にするのではなく、結果とし

てそうなるというものである。４ページの目標の囲みにある「また、」以下（意識改革の文言）

は、非常に重要ではないか。しっかり指導をお願いしたい。

【澤川教育長】

働き方改革は、昨年度来、県の重要施策の一つとして推進している。結果については、成果

は出ているものの、まだ必ずしも十分ではない。意識改革については、現場の声を聞くと一定

程度感じている。昨年度同様、しっかりと進めていきたい。

報告４は終了。

委員報告 県立東金特別支援学校の視察について
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【佐藤教育長職務代理者】

４月２５日に県立東金特別支援学校を視察した。目的は、教育課程及び学校運営状況の視察、

教職員等との情報交換である。平成３１年２月１日に「魅力ある県立学校づくり大賞」の教育

長賞を受け、また平成３０年９月１日に防災功労者内閣総理大臣表彰を受け、非常にアクティ

ブに防災教育を推進している学校である。視察時期が新年度始まったばかりであったが、小学

部の運動会練習も含め、落ち着いた雰囲気で和やかに授業が進められていた。また、寄宿舎は、

非常に整理整頓されており、寄宿舎職員の日頃の指導がより良く行われていることが推察され

た。教職員との懇談の内容としては、防災教育を８年間続けており、今では、学校側からの働

きかけだけでなく、地域・地元から防災関連行事に参加してほしいと呼びかけられる存在にな

っている。寄宿舎については、寄宿舎職員と学級担任との連携が今後も課題の一つとなってい

る。オリパラ教育にも熱心に活動しており、２０２１年以降も地域への発信など今後を見据え

た教育を考えている等、熱心な先生方との意見交換ができた。

【澤川教育長】

「魅力ある県立学校づくり大賞」の表彰式に私も参加したが、校長先生をはじめ、子供たち

も自発的でとても元気だったことが印象的である。

委員報告 令和元年度初任者研修開校式について

【井出委員】

５月１４日、１７７６名の新規採用教職員に向けて、京谷委員が「新たに教職員になられた

皆さんへ」をテーマに講話を行った。京谷委員は自分の体験を踏まえて、これから未知の世界

に入っていく新採者を勇気づけるような講話であり、どの新採者も真剣に食い入るように聴い

ていた。特に印象的だったのは、「当たり前のことが当たり前にできるような人間になってく

ださい。」という言葉である。当たり前のこととは、常に夢を持つこと、失敗を成功のきっか

けにすること、あきらめないこと、出会いを大切にすること、感謝の気持ちを忘れないことで

あり、全て体験を交えて伝えていた。京谷委員の非常に力強いメッセージに、新採者だけでな

く私自身も感銘を受けて拝聴した。

委員報告 １都９県教育委員会全委員協議会について

【井出委員】

５月１６日、１７日に山梨県甲府市で開催された１都９県教育委員会全委員協議会に佐藤教

育長職務代理者と参加した。まず、開会行事の中で、文部科学省初等中等局特別支援教育課長

から「発達障害のある児童生徒に対する支援体制の強化について」の行政説明があった。その

後、「発達障害のある児童生徒に対する支援体制の強化について」「児童生徒の虐待防止、自

殺予防に係る関係機関と連携した取り組みについて」「これからのよりよい部活動指導の在り

方について」「社会で活躍できる人材の育成について」の４つのテーマに分かれて協議を行っ

た。佐藤教育長職務代理者は、「児童生徒の虐待防止、自殺予防に係る関係機関と連携した取

り組みについて」の分科会に参加した。私は、「社会で活躍できる人材の育成について」の分

科会に参加したが、参加者のほとんどが大学の教授であった。現在、大学でもキャリア教育を

大切にしており、小学校、中学校、高校と積み上げられたものを前提に大学のキャリア教育を

進めるべきであると感じた。本県においても系統的なキャリア教育が行われていることや地域

社会を支える人材育成について本県の現状を紹介した。２日目は、日本遺産に認定された「葡

萄畑が織りなす風景」ということで、ぶどう寺とも呼ばれる大善寺で住職の講話を聴き、山梨

県で最も古いワイナリーを視察した。山梨県の地場産業に触れ、各県の固有の潜在的な教育力

を垣間見た。地域社会を支える人材というのは、地域社会に根ざした教育が前提である。そう

いう意味で千葉県の持っている教育力をもっともっと生かせると実感した。
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【澤川教育長】

随所に大変貴重なご示唆をいただいた。また、５月１４日、１６日、１７日と連続して、参

加いただきありがとうございました。

委員報告は終了。

＜傍聴・報道 退出＞

第９号議案 千葉県生涯学習審議会委員の解任について

第１０号議案 千葉県社会教育委員の解嘱について

【生涯学習課長】

第９号議案「千葉県生涯学習審議会委員の解任について」と第１０号議案「千葉県社会教育

委員の解嘱について」は一括して説明する。議案資料２１－１ページを御覧いただきたい。こ

の度、任期半ばではあるが、千葉県生涯学習審議会委員及び社会教育委員である前松戸市立中

部小学校長三輪睦子氏から、一身上の理由により、退任したいとの願いが出された。三輪委員

におかれては、豊かな経験と学識から、貴重な御意見をいただいており、慰留や後任候補等の

検討を経て、この度、解任・解嘱について御審議いただきたい。なお、現在１０名をもって構

成している審議会、委員会であるが、１１月に委員の皆さまの任期満了を迎えるまで、委員の

補充は行わない方向で考えている。

【澤川教育長】

第９号議案について、可決したいがよろしいか。

【佐藤教育長職務代理者・委員】

よい。

【澤川教育長】

第９号議案は、原案どおり可決する。

【澤川教育長】

続いて、第１０号議案について、可決したいがよろしいか。

【佐藤教育長職務代理者・委員】

よい。

【澤川教育長】

第１０号議案は、原案どおり可決する。

第１１号議案 学校職員の懲戒処分について

教職員課長の説明後、協議を行い、原案どおり可決した。

第１２号議案 学校職員の懲戒処分について

第１３号議案 学校職員の懲戒処分について

教職員課長の説明後、協議を行い、原案どおり可決した。
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第１４号議案 学校職員の懲戒処分について

教育総務課長の説明後、協議を行い、原案どおり可決した。

第１５号議案 学校職員の懲戒処分について

教育総務課長の説明後、協議を行い、原案どおり可決した。

９ 教育長閉会宣告


